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【⽬ 的】
景品表⽰法を理解し、不当表⽰はないかチェックできる。

【学修到達⽬標】
・景品表⽰法について説明できる。



f. 原産国表⽰ 〜景品表⽰法〜
「家庭⽤品品質表⽰法」では、家庭⽤品について原産国を表⽰することは義務付けられておらず、

原産国を表⽰する場合の基準も定められていない。
商品の原産国の表⽰については、「景品表⽰法(不当景品類及び不当表⽰防⽌法)」において、「商

品の原産国に関する不当な表⽰」(昭和48年公正取引委員会告⽰第34号)において⼀定の基準がある。

景品表⽰法第5条第3号の規定に基づく告⽰である「商品の原産国に関する不当な表⽰」は、商品の原
産国について、原則として、次のような表⽰を不当表⽰として規定している。

ア国内で⽣産された商品についての次に掲げる表⽰であって、その商品が国内で⽣産されたことを
⼀般消費者が判別することが困難であると認められるもの

(1)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表⽰
(2)外国の事業者⼜はデザイナーの⽒名、名称⼜は商標の表⽰
(3)⽂字による表⽰の全部⼜は主要部分が外国の⽂字で⽰されている表⽰

イ外国で⽣産された商品についての次に掲げる表⽰であって、その商品がその原産国で⽣産された
ものであることを⼀般消費者が判別することが困難であると認められるもの

(1)その商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表⽰
(2)その商品の原産国以外の国の事業者⼜はデザイナーの⽒名、名称⼜は商標の表⽰
(3)⽂字による表⽰の全部⼜は主要部分が和⽂で⽰されている表⽰
なお、「原産国」とは、⾐料品の場合、縫製加⼯した国となる。
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g. サイズ表⽰
サイズ表⽰は、義務付けられていないが、JIS規格が表⽰⽅法を定めている。
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(3) 不当表⽰の禁⽌ 〜景品表⽰法〜

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求め
る。ところが、実際より良く⾒せかける表⽰が⾏われ
たり、過⼤な景品付き販売が⾏われると、それらにつ
られて消費者が実際には質の良くない商品やサービス
を買ってしまい不利益を被るおそれがある。
景品表⽰法は、商品やサービスの品質、内容、価格

等を偽って表⽰を⾏うことを厳しく規制するとともに、
過⼤な景品類の提供を防ぐために景品類の最⾼額を制
限することなどにより、消費者がより良い商品やサー
ビスを⾃主的かつ合理的に選べる環境を守る。

a. 表⽰
商品・サービス内容、取引条件等について⾏う広告

など。例えば、容器、パッケージ、ラベル/チラシ/パ
ンフレット・説明書/ポスター・看板/新聞・雑誌等に
掲載された広告/テレビCM/ウェブサイトなど
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b. 不当表⽰とは
不当表⽰には⼤きく分けて3つの種類がある。

①優良誤認表⽰→ 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して
競争事業者のものより著しく優良であると⼀般消費者に誤認される表⽰

②有利誤認表⽰→ 商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競
争事業者のものより著しく有利であると⼀般消費者に誤認される表⽰

③その他誤認される恐れのある表⽰→ ⼀般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理⼤⾂が
指定する不当表⽰(6つ)

●無果汁の清涼飲料⽔等 ●商品の原産国 ●消費者信⽤の融資費⽤ ●不動産のおとり広告
●おとり広告 ●有料⽼⼈ホーム

c. 違反⾏為に対する措置命令
違反⾏為が認められた場合、消費者庁は、当該⾏為を⾏っている事業者に対し、不当表⽰により⼀

般消費者に与えた誤認の排除、再発防⽌策の実施、今後同様の違反⾏為を⾏わないことなどを命ずる
「措置命令」を⾏う。

d. 違反⾏為に対する課徴⾦納付命令
2014年11⽉改正法により課徴⾦制度が導⼊された。不当表⽰という違反⾏為が事前に抑⽌されるこ

とが期待される。また、所定の⼿続に沿った返⾦措置(⾃主返⾦)を実施した事業者についての課徴⾦の
減額等も定めている。
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課題
景品表⽰法について、消費者庁のサイトから再度詳しく調べ

てみてください。
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